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使用許諾契約書は、本封筒を開封する

前に必ずお読みください。開封した時点

で契約が成立したものとみなされます。

ソフトウェア使用許諾契約書

'`子

町 齢 ど 轟1甘維 蹴 警麟 鶴 徴 i鞣 象
品」)に関し、本製品を購入されたお客様 (以下「お客様」)に対
して、下記条項に基づき譲渡不能の非独占的権利を許諾し、
お客様も下記条項にご同意の上、cD‐ ROMの包装を開封して
いただくものとします。よって、お客様がcD‐ ROMの包装を開封
した時点で本契約が成立したものとみなされます。本契約書の
内容にご同意いただけないお客様は、包装を開封せずに本製
品をお買い上げいただぃた販売店まQ直 ちにご返却ください。

第一条 使用条件
お客様は、

1 本製品1パッケージにつき1台のコンピュータでのみ使用す
ることができ、ネットワークまたはその他の方法により同時に複数
のコンピュータで使用することはできません。

2 本契約に従い、ソフトウェア全体を1部に限り、実行用プロ
グラムとしてハードディスク等にインストール(複製)することがで
き、この場合その複製物のみを使用することができます。

3 本契約により、本製品を使用する限定された権利を、弊社
が本製品に関して有する著作権、その他の権利に基づいて許
諾されるのであり、本契約書に記載のない本製品の使用、製
造、複製、頒布等を行うことはできません。

第二条 禁止事項
お客様は、

1 弊社の著作権表示および商標表示を除去したり、不明確
にすることはできません。

2 弊社の許可なくして、本製品を転載、転用し、もしくは本製
品を利用した出版、放送等を行うことはできません。

3 弊社の許可なくして、本製品をインターネットカフェやイベ
ント等で業務用に用いること、ある0ヽま不特定多数の第三者に
使用させることは、対価の徴収の有無と、その使用形態のいか
んにかかわらず一切できません。

4 本製品を改変し、またはリバース エンジエアリング、デコ
ンパイル、ディスアッセンブルすることはできません。また、本契
約書第一条第2項による複製方法を除き、本製品のいかなる部
分についても複製すること、または第三者に複製を作成させた
り、複製する許可を与えることはできません。

5 本製品をレンタル、リース、またはそれらの疑似行為等に
より、もしくは中古品として第三者に譲渡し、使用許諾し、また
は転売すること、あるいは第三者から譲り受け、使用許諾を受
け、または買い取ることはできません。
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第三条 保証範囲

弊社は、

1 お客様が本製品を購入された日から九十日間に限り、ソフ
トウエアが納められている媒体や関連資料に購入時からの物理
的な欠陥(初期不良)があった場合には無償で交換いたします。

2 本製品の品質および機能ならびに弊社の提供するサービ
スがお客様の使用目的に適合することを保証するものではあり
ません。また、本製品の導入選択はお客様の責任で行ってい
ただき、本製品の使用およびその結果についても同様とします。
よって、弊社はいかなる場合でもお客様に対して、たとえ弊社が
そのような損害の可能性について告知されていた場合にも、逸
失利益を含むいかなる特別、付随的、または派生損害に対し、
一切の責任を負わないものとします。

3 登録カードを返送されたお客様に対してのみ、弊社が登録
カードを受領した日からユーザーサポートサービスを提供いた
します。ユーザーサポートとは、本製品の操作方法についてお客
様自身で解決できない場合に、弊社がその解決方法について
ご相談に応じるサービスです。サポートの方法、料金および有
償・無償の決定は弊社が行なわさせていただきま丸 なお、ゲー
ムの内容やヒント等についてのご質問には、お答えできません。

4 弊社および弊社の営業所、流通業者、販売店、代理店お
よびそれらの従業員または関係者により与えられた口頭または
書面による情報もしくは助言等について一切保証いたしません。

5 本製品に格納されている情報の根拠、動作原理等につい
てお客様に対して説明、公開する義務を負いません。

第四条 有効期間
1 本契約の有効期間は、お客様がCD ROMの 包装を開封
した時点から開始されます。

2 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき、また
は弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本契約を解除し、お
客様のご使用を終了させることができます。この場合、お客様
は十四日以内にお客様のご負担で本製品を弊社に返却して
いただきます。

3 お客様が本製品の使用を停止すると決定したときに本契
約は終了し、本製品を破棄していただくものとします。本契約の
終了もしくは解除後にお客様は本製品を使用し、譲渡し、転売
し、貸与し、または再使用許諾することはできません。

第五条 合意管轄
お客様および弊社は、本契約に関連して発生した紛争につい
ては、東京地方裁判所を第一審の排他専属的な管轄裁判所
とすることに合意します。
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